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障がいのある方とその介護者が、ＪＲ線・私鉄を利用するとき、旅客運賃に割引が適用されます。 

■対 象 

身体障害者手帳または愛の手帳（いずれも旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第１種または第２種の

記載のあるもの）をお持ちの方と、その介護者 

■割引内容（JRの場合） 

対 象 割引対象乗車券の種類 割 引 率 取 扱 区 間 

第1種障がい者が

介護者付き添いで

利用する場合 

普通乗車券 

回数乗車券（バスを除く） 

普通急行券（ＪＲ線のみ） 
本人・介護者とも5割 

私鉄等他鉄道会社線と

またがる場合を含む。 

ただし、回数乗車券は

JR線区間単独の発売と

なります。 

第1種障がい者が

介護者付き添いで

利用する場合 

または12歳未満

の第2種障がい者

が介護者付き添い

で利用する場合 

定期乗車券 

本人・介護者とも5割 

 

ただし、小児（12歳未満）の

定期乗車券には割引が適用

されません。（介護者のみの

割引となります。） 

第1種、第2種障が

い者が単独で利用

する場合 

普通乗車券 5割 

私鉄等他鉄道会社線と

またがる場合を含む。 

ただし、片道100kmを

超える区間に限ります。 

※ 鉄道会社線をまたがる区間については、1枚で発売できる範囲があらかじめ決められています。 
※ 介護者割引を適用するには、同一区間の乗車券類をお買い求めいただく必要があります。 
■利用方法 

・ 発売窓口にお持ちの身体障害者手帳または愛の手帳を提示して、割引乗車券を購入してください。
また、乗車中は必ず手帳を携帯してください。 

・ Suica・PASMOなどのICカードでご乗車いただく場合は、自動改札機にタッチしてご入場いただ

き、出場駅の改札窓口にて、係員にお持ちの障害者手帳をご提示ください。 

・ (12歳以上の第1種障がい者が介護者付き添いで100kmまでの普通乗車券を購入する場合のみ) 

割引乗車券の代用として、自動券売機で本人と介護者の２人分の小児用乗車券をご購入いただけ

ます。この際、乗車時と降車時に必ず係員のいる改札口で、お持ちの障害者手帳をご提示ください。 

■問い合わせ先 

JR東日本お問い合わせセンター 電話 050-2016-1600 

私鉄では割引内容が異なる場合がありますので、各社にお問い合わせください。 

[ 戦傷病者手帳をお持ちの方の無料取り扱い ] 

障がいの程度により、年間1枚～12枚の乗車券引換証が交付されます。 

手続きは、下記の問い合わせ先で戦傷病者乗車券引換証・戦傷病者急行券引換証を受け取り、

購入時に戦傷病者手帳と一緒に発売窓口に提出してください。 

■問い合わせ先  東京都福祉保健局 生活福祉部 計画課  電話 5320-4076 

各種料金の割引・減免 

ＪＲ旅客運賃・私鉄運賃の割引 
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障がいのある方が都営交通（都バス、都営地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナー）を利用するときの料金

が無料になります。また、介護者には割引が適用される場合があります。 

 

乗車時に無料乗車券を提示すると、料金が無料になります。シルバーパス所持者には発行できません。 

■対 象 

都内在住で、身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳（特別項症～第６項症、第１款症～第５款症）、

被爆者健康手帳のうち、いずれかをお持ちの方 

■手 続 き 

障がい者福祉課給付係までお持ちの手帳をご持参のうえ、都営交通無料乗車券（磁気式）の申請をし

てください。なお、被爆者健康手帳の場合、手帳のほかに、厚生労働大臣の認定書または健康管理手

当証書が必要です。 

通用期間は3年です。期限が切れる月の初日から更新を受け付けます。 

[ ICカード式（PASMO）無料乗車券 ] 

磁気式の都営交通無料乗車券（通用期間内のもの）をお持ちの方は、ICカード式（ＰＡＳMO）に切り替

えることができます。都営地下鉄の定期券発売所で手続きしてください。 

■問い合わせ先 

○ 障がい者福祉課 給付係  電話 3463-1924  FAX 5458-4935 

○ 都営交通お客様センター  電話 3816-5700  FAX 3812-7640 

 

 

■対 象 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方（シルバーパス所持者には発行できません。） 

■有効期間 2年間 

■手 続 き 下記の窓口まで手帳をご持参のうえ、申請してください。発行手数料は無料です。 

 更新手続きは、有効期限の13日前から可能です。 

 [ＰＡＳＭＯ・磁気券] 都営地下鉄の定期券発売所 

 [紙 券] 23区内都電・都バス・都営地下鉄の定期券発売所 

 ※ 一部未実施の窓口がありますので、下記の問い合わせ先にご確認ください。 

■問い合わせ先  東京都福祉保健局 障害者施策推進部 精神保健医療課  電話 5320-4464 

 

 

身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方が、介護者付き添いで都営交通を利用する場合、ＪＲ旅

客運賃の割引（８４ページ）と同様に、乗車時に手帳を提示すると、介護者の旅客運賃が５割引されます。 

また、都営地下鉄を除く都営交通（都バス、都電、日暮里・舎人ライナー）では、12歳以上の第２種障が

い者が介護者付き添いで利用する場合についても、介護者の旅客運賃を割引の対象にしています。

都営交通の無料乗車券と割引 

都営交通無料乗車券 

精神障害者都営交通乗車証 

介護者割引 
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障がいのある方が民営バスを利用するとき、手帳を提示することにより、運賃に割引が適用されます。 

■対 象 

身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方と、その介護者（※） 

※ 手帳所持者が6歳未満で無料の場合、介護者の運賃は割引されません。手帳所持者が小児料金を

支払って乗車した場合は、介護者も割引になります。 

■割引内容 

乗車券の種類 手帳の種類 対 象 者 割 引 利 用 の し か た 

普通乗車券 

身体障害者手帳 

本 人 

5割引 

乗車時に「手帳」を提示 

介護者（１名） 

（注1） 

乗車時に「民営バス乗車割引証

（介護人付）」を提示 

愛の手帳 

本 人 乗車時に「手帳」を提示 

介護者（1名） 
乗車時に「民営バス乗車割引証

（介護人付）」を提示 

精神障害者保健福祉手帳 
(注2) 

本 人 
乗車時に手帳の写真が貼付さ

れたページを提示 

定期乗車券 
身体障害者手帳 

愛の手帳 

本 人 
3割引 

「民営バス通勤通学定期券割引

購入申込書」を提出して購入 介護者（1名） 

（注1） 原則として第1種身体障がい者の介護者の方が対象ですが、第2種身体障がい者の介護者の方

が対象となる場合もあります。 

（注2） 東京都が発行する、写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳が対象です。 

■通用区間 

都内に路線を有する民営バス（他県へ乗り入れている路線を含む）  ※各社の運送約款による 

■手 続 き 

「民営バス乗車割引証（介護人付）」・「民営バス通勤通学定期券割引購入申込書」の交付を受けたいと

きは、身体障害者手帳または愛の手帳と印鑑をご持参のうえ、下記の窓口で申請してください。 

■問い合わせ先 

○ 身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方 

障がい者福祉課 給付係  電話 3463-1924  FAX 5458-4935 

○ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

東京都福祉保健局 障害者施策推進部 精神保健医療課  電話 5320-4464 

 

 

 

 

 

 

民営バス運賃の割引 
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身体障がい者が自ら運転する自動車、または重度の身体障がい者・重度の知的障がい者が乗車し、介

護者が運転する自動車が有料道路を利用するとき、料金に割引が適用されます。 

■対 象 

割引対象となる車は、障がい者1人につき1台に限ります。 

個人名義ではないもの、営業に使用するものは、割引の対象外です。 

その他、車種や所有者に制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

■割引内容 

対 象 者 自 動 車 の 範 囲 割 引 

身体障がい者本人が運転する場合 本人またはその家族(＊１)が所有する車。 

5割引 重度の身体障がい者（＊2）または

重度の知的障がい者（＊3）を乗せ

て介護者が運転する場合 

本人またはその家族（＊１）が所有する車。 

上記の人が所有していない場合は、当該重度障がい

者を継続して日常的に介護している人が所有する車。 

＊１ 配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族 

＊２ 手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲 

＊３ 手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲 

■手 続 き 

必要書類をご持参のうえ、障がい者福祉課給付係に申請してください。 

項 目 必要書類等 

ＥＴＣを利用しない場合 

① 身体障害者手帳または愛の手帳 

② 自動車検査証または軽自動車届出済証 

③ 運転免許証（障がい者本人が運転する場合のみ） 

ＥＴＣを利用する場合 

① 身体障害者手帳または愛の手帳 

② 自動車検査証または軽自動車届出済証 

③ 運転免許証（障がい者本人が運転する場合のみ） 
④ 障がい者本人名義のＥＴＣカード（＊4） 

⑤ ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書等、車載器の管理番号が
確認できるもの 

＊4 未成年の重度の障がい者の方で本人以外の方の運転で割引を受け、かつ本人が運転しての割引

を受けない場合に限り、親権者または後見人名義のＥＴＣカードも対象となります。 

割引の要件を満たしている場合は、手帳の記載事項欄に、割引の対象である旨（本人が運転する場合

は「道路」、介護者が運転する場合は「道路介護」と赤で印字）、自動車登録番号等と、割引有効期限を

記載したシールを貼り付けます。 

なお、ＥＴＣレーンをご利用の場合は、これとは別に登録の手続きをする必要があります。 

■問い合わせ先 

○ 東日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ東日本）お客様センター 電話 0570-024-024 

○ 障がい者福祉課 給付係  電話 3463-1924  FAX 5458-4935 

有料道路料金の割引 
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■対 象  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちのいずれかをお持ちの方 

※ 精神障害者割引については、一部未実施の事業者があります。 

■割 引 率  1割引。福祉タクシー券（71ページ）で支払う場合でも、割引が受けられます。 

■利 用 方 法  必ず乗車時に、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳に貼り付けら

れた写真を提示してください。 

■問い合わせ先  一般社団法人 東京ハイヤー・タクシー協会  電話 3264-8080 

 

 

 

■対 象  12歳以上で身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の

うちのいずれかをお持ちの方とその介護者1名 

■割 引 内 容  国内線全区間、普通大人片道運賃 

※ 利用日や区間、路線、航空会社により割引内容が異なりますので、詳しくは各航
空会社にお問い合わせください。 

■制 限  海外旅行は、割引の対象になりません。 

■問い合わせ先  各航空会社に直接お問い合わせください。 

 

 

 

■対 象  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちのいずれかをお持ちの

方とその介護者 

■割 引 内 容  対象となる方、割引率、割引対象船室などについては、会社により異なります。 

■問い合わせ先  各フェリー会社に直接お問い合わせください。 

 

 

 

申請により、水道料金は基本料金と１月あたり１０m³までの従量料金の合計額、下水道料金は１月あ

たり8m³までの料金が免除されます。ただし、⑤の方は、下水道料金のみ免除となります。 

■対 象 世 帯 

① 生活保護法による、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」または「介護扶助」を受給
している方 

② 「児童扶養手当」または「特別児童扶養手当」を受給している方 

③ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律等による支援給付を受給している方（「生活」、「住宅」、「医療」または「介護」） 

④ 東日本大震災による避難者の方 

⑤ 老齢福祉年金（みどり色の手帳の国民年金証書）を受給している方 

■問い合わせ先 

東京都水道局お客さまセンター  電話 ５３２６-１１０１  FAX ３３４４-２５３１ 

航空旅客運賃の割引 

フェリー運賃の割引 

水道・下水道料金の減免 

タクシー運賃の割引 
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■対 象 

全額免除 
世帯構成員のどなたかが障害者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手

帳)のいずれかを持っており、かつ、世帯全員が区民税非課税の場合 

半額免除 

次のいずれかに該当する方が、世帯主でかつ受信契約者の場合 

① 視覚障がいまたは聴覚障がいで身体障害者手帳をお持ちの方 

② 身体障害手帳1級または2級をお持ちの方 

③ 愛の手帳1度または2度をお持ちの方 

④ 戦傷病者手帳特別項症～第1款症をお持ちの方 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 

■手 続 き 

お持ちの手帳の種類 手 続 き 問い合わせ先 

身体障害者手帳 

障がい者福祉課で証明書の交付を受け、

ＮＨＫに提出してください。 

障がい者福祉課 身体福祉係 

電話 3463-193７ 

FAX 5458-4935 

愛の手帳 

障がい者福祉課 知的福祉係 

電話 3463-1978 

FAX 5458-4935 

精神障害者保健福祉手帳 

障がい者福祉課 精神福祉係 

電話 3463-1905 

FAX 5458-4935 

戦傷病者手帳 証明書を東京都が発行します。 

東京都福祉保健局 

生活福祉部 計画課 援護恩給係 

電話 5320-4076 

FAX 5388-1403 

※ 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、発行手数料を自己負担して世
帯全員の住民票・課税証明書を整えた場合は、直接ＮＨＫに申請することもできます。 

■申 請 先 

ＮＨＫ中央営業センター 

〒150-8001 神南2-2-1 ＮＨＫ放送センター3階 

電話 5454-5961  ＦＡＸ 5454-5959 

 

 

 

申請により、粗大ごみの収集にかかる手数料が免除されます。 

■対 象 ① 特別児童扶養手当または児童扶養手当を受給している世帯 

 ② 火災等の災害を受けた人 

 ③ 生活保護受給者 

 ④ 老齢福祉年金受給者 ※老齢基礎年金受給者は免除対象ではありません。 

■問い合わせ先 粗大ごみ受付センター  電話 5296-7000

ＮＨＫ放送受信料の減免 

粗大ごみ等廃棄物処理手数料の免除 
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■対 象 施 設 区と協定を結んだ協定民間駐輪場（区内12か所)を通勤・通学で利用する場合、 

 使用料が免除されます。 ※ 場所等についてはお問い合わせください。 

■持参するもの ① 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちのいずれか 

 ② 通勤・通学定期等 

■問い合わせ先 土木部 交通政策課 交通政策係  電話 3463-1854  FAX 5458-4908 

 

 

 

障がいのある方が手帳を提示すれば、渋谷区役所前公共地下駐車場の入庫当日に限り、駐車料金が

免除されます。 

■対 象 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳のうち、いずれか

をお持ちの方 

※ 同乗者(児童を含む)が手帳を持っている場合にも、免除の対象となります。 

■問い合わせ先 渋谷区役所前公共地下駐車場 管理事務所  電話 5458-8801 

 

 

 

障がいのある方は、申請により、NTTの電話番号案内104番を無料で利用できます。 

■対 象   次のいずれかに該当する方 

① 身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する方 

区 分 等 級 

視覚障がい 1～6級 

肢体不自由（上肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障がい） 

1級、2級 

聴覚障がい 2級、3級、4級、6級 

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい 3級、4級 

② 愛の手帳をお持ちの方 

③ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

④ 戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する方 

区 分 等 級 

視覚障がい 特別項症～第6項症 

肢体不自由（上肢） 特別項症～第2項症 

聴覚障がい 第2項症、第4項症 

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい 第1項症、第2項症、第4項症 

■問い合わせ先 

ＮＴＴ「ふれあい案内」  電話 0120-104174 

受付時間 9時～17時 （土・日曜日、祝日、年末年始を除く） 

自転車駐輪場の使用料免除 

電話番号案内の無料利用 

渋谷区役所前公共地下駐車場の駐車料金免除 
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携帯電話各社で基本使用料金などの割引制度があります。 

電話会社により割引内容が異なりますので、それぞれの会社にお問い合わせください。 

■対 象 次のいずれかをお持ちの方 

 ① 身体障害者手帳 

 ② 愛の手帳（療育手帳） 

 ③ 精神障害者保健福祉手帳 

 ④ 特定疾患医療受給者証、特定疾患登録者証、特定医療費（指定難病）受給者証 

 

 

 

 

 

■無料となるもの 

点字郵便物および特定録音等郵便物（特定盲人

施設の発受するもの）で開封のもの 

■別に郵便料金表を設けるもの 

点字ゆうパック、視聴覚障がい者用ゆうパック、

心身障がい者用ゆうメール（図書館の発受する

図書） 

■第三種郵便物 

心身障がい者団体発行の第三種郵便物は、許可

条件と料金に特例が設けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重度の障がいがある方に、年１回、無償で郵便は

がきを20枚配付します。 

■対 象 

① 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方 

② 愛の手帳1･2度をお持ちの方 

■受付期間 

4月1日～5月31日 

■配付期間 

4月配布開始日以降、5月31日まで 

■手 続 き 

お持ちの身体障害者手帳または愛の手帳をご持

参のうえ、最寄りの郵便局でお申し込みくださ

い。郵送でも受け付けています。 

郵送でのお申込みは、郵便局備え付けの用紙ま

たは「青い鳥郵便葉書配布申込書」と明記した適

宜な用紙に、住所、氏名、身体障害者手帳1・2級

か愛の手帳1・2度の別を記載してください。 

■問い合わせ先  

名 称 所 在 地 電話・FAX番号 

日本郵便 渋谷郵便局 〒150-8799 渋谷1-12-13 
電話 0570-943-622 （通話料有料） 

ＦＡＸ 3499-5944 

日本郵便 代々木郵便局 〒151-8799 西原1-42-2 
電話 0570-943-590 （通話料有料） 

ＦＡＸ 5790-0527 

 

 

郵便料金の減免・郵便はがきの無償配布（青い鳥郵便葉書） 

携帯電話基本使用料金などの割引 

郵便料金の減免 郵便はがきの無償配布（青い鳥郵便葉書） 
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区立のスポーツ施設を身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの

方が利用する場合、施設窓口で手帳を提示して事前に登録することにより、登録された方と付き添い

の方１名の使用料が免除されます。（区内在住・在勤・在学者に限る） 

施 設 名 所 在 地 免除されるもの 電 話 番 号 

渋谷区スポーツセンター 西原1-40-18 
プール・トレーニングジム

使用料 
電話 ３４６８-９０５１ 

猿楽トレーニングジム 猿楽町12-35 トレーニングジム使用料 電話 3461-3447 

中幡小学校温水プール 幡ヶ谷3-49-1 プール使用料 電話 3376-1069 

代官山スポ－ツプラザ 代官山町17-9 プール使用料 電話 ５４２８-０８３１ 

ひがし健康プラザ 東3-14-13 プール使用料 電話 ５４６６-２２９１ 

上原中学校温水プール 上原3-41-2 プール使用料 電話 ３４６０-７５３１ 

渋谷本町学園温水プール 本町4-3-1 プール使用料 電話 3373-1303 

■問い合わせ先  スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ振興係  電話 3463-3295 

Eメール div-sports-shinko@shibuya.tokyo 

 

 

 

障害者手帳を提示することで、障がいのある方と付き添いの方１名について、区立文化施設等の入館

料・観覧料が免除されます。 

施 設 名 所 在 地 免除されるもの 電 話 番 号 

白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 
〒150-0011 

東4-9-1 
入 館 料 電話 3486-2791 

松濤美術館 
〒150-0046 

松濤2-14-14 
入 館 料 電話 3465-9421 

旧朝倉家住宅 
〒150-0033 

猿楽町29-20 
観 覧 料 電話 3476-1021 

コスモプラネタリウム渋谷 

（文化総合センター大和田12階） 

〒150-0031 

桜丘町23-21 
観 覧 料 電話 3464-2131 

ふれあい植物センター 

※ 令和４年１月～令和５年６月（予定）、 
リニューアル工事等のため休園 

〒150-0011 

東2-25-37 
入 園 料 

電話 5468-1384 

（休園中の問い合わせ先） 

環境政策課 環境政策係 

電話 3463-2749 

 

 

 

区立スポーツ施設の使用料免除 

区立文化施設等の入館料・観覧料免除 
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障害者手帳を提示することで、障がいのある方と付き添いの方について、都立美術館等の観覧料が免

除されます。 ※展覧会により無料とならない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。 

■対 象 

次のいずれかの手帳を所持している方と、その付添者(２名まで。東京都美術館は付添者1名まで） 

身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳 

■対象施設 

東京都庭園美術館、江戸東京たてもの園、東京都写真美術館、東京都現代美術館、東京都美術館 

※ 江戸東京博物館は2022年4月1日～2025年度中（予定）まで、大規模改修に伴い全館休館いたします。 

 

 

 

 

 

障害者手帳を提示することで、下記の有料の都

立公園等に無料で入場できます。 

■対 象 

次のいずれかの手帳をお持ちの方 

① 身体障害者手帳 

② 愛の手帳（療育手帳） 

③ 精神障害者保健福祉手帳 

※ 介護が必要な方は、介護者も入場料が免除
されます。（原則1名まで） 

■施 設 名 

旧岩崎邸庭園 旧芝離宮恩賜庭園 旧古河庭園 

清澄庭園 小石川後楽園 殿ヶ谷戸庭園 

浜離宮恩賜庭園 向島百花園 六義園 

井の頭自然文化園 恩賜上野動物園  

葛西臨海水族園 神代植物公園  

多摩動物公園 夢の島熱帯植物館  

※ 車いすの貸し出しについては、各施設にお問い
合わせください。 

 

 

 

 

障害者手帳を提示することで、下記の有料の都

立公園の有料駐車場が無料で利用できます。 

■対 象 

次のいずれかの手帳をお持ちの方 

① 身体障害者手帳 

② 愛の手帳（療育手帳） 

③ 精神障害者保健福祉手帳 

■施 設 名 

赤塚公園 井の頭恩賜公園 上野恩賜公園 

宇喜田公園 浮間公園 大泉中央公園 

大島小松川公園 葛西臨海公園 木場公園 

砧公園 小金井公園 駒沢オリンピック公園 

汐入公園 潮風公園 篠崎公園 

石神井公園 城北中央公園 神代植物公園 

舎人公園 中川公園 野川公園 

浜離宮恩賜公園 光が丘公園 東綾瀬公園 

府中の森公園 水元公園 武蔵国分寺公園 

武蔵野公園 武蔵野中央公園 武蔵野の森公園 

夢の島公園 代々木公園 蘆花恒春園 

和田堀公園   

■問い合わせ先 

○ 東京都建設局 公園緑地部 公園課 

電話 5320-5376、5320-5377  ＦＡＸ 5388-1532 

○ 各公園管理事務所 

都立美術館等の観覧料免除 

都立公園等の無料入場・都立公園駐車場の無料利用 

都立公園等の無料入場 都立公園駐車場の無料利用 


